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地割り制と平等主義のオリエンタリズム

―一 P。 」.ウ ィルソンの所論をめぐる批判的検討 ―

The Rcalocation System of Rice Fields and Orig“ raris′た Discourse of Egalitarianism

:a critical consideration on Fragご 0“ ″ α Ha″ Bヽraaご r力 r

rstm′ヵθリノ J″ Ma′agascar by P. J. Wilson

Hideo Fukazawa・

P.J Wilson is an anthropologist、 vho had carried out his nine months' fleld work on the

Tsimihety people of the northwestem Madagascar from 1962 to 1963, and pullished its

ethnography in 1992,titLdレ edo″ ″ α″αゴ″tB″α″r力 r■ノ″′力θク ル ″αdagascar.In thヽ

cthnography, Wilson pOinted Out  that  "Land within  the  village communities was

a■ ocated annuaHy,and land that was not in use could be reaHocated by the people of"the

master of land'',hence he emphasized that the system of reallocating land according to the

needs of individuals and their households assures equality among the members oF a village

conlmunity and so prevents the growth OF social inequality and political hierarchy that

threatens contray to the traditional principle oF social organization so called"egalitarianism".

However,Iny rleld data and even the やVilson's rleld data itselF which have been reported

in his fOrmer articles can not support his "egalitarianism" schema, which is primarily based

on the annual reanOcation.First of an,I insist that this system does■ ot work in the vnlage

communities but runction in the sphere of family and close kin group, who share the equal

rights or userructs to rice rlelds, which are inherited from the common ancestor. Secondly,

Wilson's neld data, basically depending upOn a certain village with sman population,

indicates that he has conrused kinship//Fanlily aFrairs with those  of village community.

Why has he made such an"intentional'' confusion? I think it comes from his "ο riartrα ′isrFc"

bias of''egalitarianisnl''. Hc assumes that the main social characters of the Tsimihety is

'・egalitarianisr.'',which distorts his interpretation of his own data.

It is this"ο″Fa″′α′おrrc''■ OtiOn OF"egalitarianism"that has invented his imagination of the

realocation system oF rice rleld as the system of economic equality. If he would be more

Faithful to his data,he could have realized that the main social character of the Tsimihety

village community should be essentiaHy very far from what he has "written up" in this

ethnography.
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1.60年代のフィール ドワークと90年代の民族誌

1992年,マ ダガスカル北西部に居住する稲作―

牛牧民であるツィミヘティ族 (Tsimihety):こ つ

いて, はじめてのまとまった民族誌が出版された。

題名は Frecaοれ by α ffajr's3″αご
`力

rajれ jんθιッ
jれ L屹崚ばαscα r・『 髪の毛 ―す じの「1山 :マ ダガ

スカルのツィミヘティ」 とでも:沢 せようか。不思

議な題名であるが ,そ れもツィミヘテ ィという

民族名称に由来する。すなわら, ッィミヘティと

はマダガスカル語で「髪の毛を切らない」ことを

意味 し,そ もそもは,18世紀頃,東 に隣接するべ

ツィミサラカ族 (Betsimisaraka)の 人ひとが ,

スフィアリ||(Sofia)11流 一帯にいlfLす る人びと

に対し,西 に隣接するサカラヴァ族 (Sakala、・a)

の 11の 死に際 し葬儀のための′
11を 差し出す一方服

喪のしるしである髪を切ることを拒否してriら の

集日1の相対的な独立性を主張 した故事に因んで与

えた名称と説明されているのである (Rabearison,

1969:41-42, TOngaso10, 1985:7)。  ッィ ミ′ヽう「 ィ

という民族名称そのものから,現在のッィミヘティ

族の個人的気質ともまた社会的行動とも通底する

外部からの権力や強市1カをll:否 しそれに対 しては

非暴力的に抵抗するモチーフが明示されていると

のウィルソンの思いが, このような題名を選択さ

せたのであろう。 しかも, ツィミヘティの人びと

が実践するri山 と平等のモチーフは,近代の政治

学やfFr学 が説 くlJtt li義 の理念とは,異なる地 14

において成 立しているとの感慨をも込めてである。

それゆえ,『髪の■―すじの自由』なのである。

本書の L題 とは, ウィルソン「1身の:T葉によれ

はつぎのようなものである。「 自分の人生の中で

11も 大切なものとは,政治的 ri山や11人的自 lilli

他所者に干渉されないことであると私に:!iっ てく

れたッィミヘティの人間が一人でもいたわけでは

ない。けれども,人びとの行動は常にはっきりと

このことを物語っており,集会における演説同様

人びとの日常の会話 もまた。 この自 li性 への希求

を顕わにしてくれているのである。私のフィール

ドノー トに記された個人の行動・実践・観察・ 言っ

たこと・ 会話,そ れら全てのものが,私が, ツィ

ミヘティの自立性を実現する[]的であることそし

てツィミヘティの人びとが享受 しているこの自立

性は外部からの脅威のの許に置かれていることを

明らかにする時,は じめて一つのものとして存在

しうるのである。一中略―私は,(ツ ィミヘティ

の)社会組織は,rl主性の観点の許においてはじ

めて有意であると1:張 したい。私が明らかにした

いこととは,出 自の様式・ 居住の規範・ 11地 保有

の定数・ 超 ri然にかかわるfri仰 と行為・ 選好的経

済活動は,政治的 |」 的, ここでは自主性を保持す

る目的,と して作用することの●J能性に他ならな

tヽ 」 (ヽVilson, 1992:9-10)。

ある特定の li題 や観点の許にひとつの民 llkt:志 か

記述されること,そ れは当然すきるほどに・ 1然 な

嗜
'柄

であろう。 しか しなから,調 査そのものと民

族誌執筆との間に大きな時間的隔りがあり,な お

かつその間に追調査もイiわ オtず また論文もほとん

ど発表されていない状況があるとするならは,そ

こでは特定の li題 や観メl、1の設定や存在が,民族誌

的事実や細部を容易に11め る方向に作用したとし

ても不思議はない。 tヽ わんや,そ の時階l差の時期

が文化人類学ないし社会人類学の一人転換則Iと
―

致 し,初ル:|の フィール ドワークも大きな枷1約υ):詢 :

に行われたとするならばである。

ウィルツンがマダカスカルのツィミヘテ ィlJkの

人びとの間でフィールドワークを行ったのが1963

年,そ の後1967年 と1971年 にそれそれ一本ずつ論

文が発表されて以降この1992年 の民lJA誌 の出版ま

で, ツィミヘテ ィ族調査の資料に基 くまとまった

論説は執筆されていない。さらに,唯一の資料を

提供している1968年 の調査も,実質の調査卿ll11は

9ケ 月,そ の llウ ィルツン自身によれば調査は

「マタガスカルj′iツ ィミヘテ ィ方 :7を そこそこ流

暢に覚えるには |・ 分な時1間 ではなかったため,私
とツィミヘティの一人一ノ、との関係は, Ii彙 とい

う第 ‐の壁によって絶えず妨げられる危険にさら

され」,「誰であれ他所者は,常に親切にもてなさ

れこそするものの,あからさまに歓迎されている

わけではなく, ‐日かそこらで立ち去ることが求

められている。そのため,村の中に一軒家を建て

たいとの私たちの願いは,常に拒絶された」
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(Wilson,1991:1-2)と の課題を解決 しえぬまま

実施されている。が,問題は,調査期間の短さや

その言語習得の不完全さ,あ るいは調査時期と民

族誌執筆時期との懸隔にあるのではない。否,む
しろフィールドヮークに課せられた様々な制約を

考慮するならば,ウ ィルソン夫妾の精力的なフィー

ルドヮークを物語る細部があちらこちらに見出さ

れるのである。 19世紀初めにツィミヘティ族地域

に侵入・ 駐屯していたイメリナ王国軍の兵十の一

部が19肘紀木のフランス軍による占領後 marOfelan

と呼ばれる「山賊」となってツィミヘティ族の村々

を襲撃 したことの伝承 (Wilson,1992:16,24),

東に隣接するベツィミサラカ族との間]で 米と交換

に蜂蜜と木灰から抽出 した塩を得る交易が行われ

ていたこと (。ρ cjι .:89), 害lネしは tsimijoroと

呼ばれる専門の割礼師の手によって行われこの

tsinlijoroが |ヽ1に 立ち寄 らなか ったりあるいは招

かれなかった場合イliJEttl礼を施されない男性が少

なくなかったこと ("(ヽ jι .:113-■ 5), これ ら

はフィールドワーカーの手によってはじめてよく

明らかにしうるlli柄 であろう。

では,問題とは何か ?ま ずは, この本の章題を

見てrFiき たい。 1章 |シ論  2章 再構成  3章 自

1ll(1_ibert6) 4章 14等 (Egalitё ) 5章 博愛

(Fraternitё )6章 力 7章結論。 3章 と 4章 と

5章の章題が, 革命以来のフランス共和国の国家

スローガンに11来すると共に,全章名詞一単語の

I題が与えられるという ll人 がなされ,本の題名

と共に読む側に1992年 という出版年に対応 した内

容と記述をもった民族誌との印象を抱かせじめる。

ところが,先に見たように民族誌執筆の資料となっ

たフィールドヮークは1963年の一[1の み,それも

ツィミヘティ族の人びとの文化や社会の細部にわ

け入るには大きな制約を抱えてであり,そ して学

説史的に顧れば機能 L義のパラダイムの下におい

て行われているわけである。であるならば, この

民族誌の内容と記述は, フィール ドヮークの資料

にこそ対応すべきであり,仮にそれが1960年代と

いう時代に対応するとしても,そ のこと自体にと

りたてて問題はないのであろう。むしろ問題は,

フィール ドヮークの資料にではなく,執筆された

1990年代に民族誌を対応させようとウィルソンが

試みてしまったことであり,そのことは皮肉にも

民族誌的事実の記述と解釈という機能主義人類学

以降の主要な問題のひとつをあらためて呼びよせ

る結果となったのである。

2.「土地割り当て制」の登場

3章の 自由 では,稲作一牧畜民であるツィ

ミヘティ族にとつて,そ の自由を制限し時には拘

束しうるものともなりうる上地資源への接近が,

どのように取り扱われているかの問題が論じられ

ている。すなわち, ともすれば,土地資源の配分

は財産・地位・ 位階などの不均等をもたらしひい

ては社会全体の優劣や |ュ 下に基く差異化をひきお

こしうるが, ツィミヘティ族はその危険にいかに

対処しているかということである。この問題に対

する解決は「それぞれの11人 および世帯毎の必要

量を認定しながら, 土地資源を平等にというより

はむしろ公12に分配する方法をとる」 (Wilson,

1991:46)こ とによつて与えられており, この分

配方法を現実のものとしているツィミヘティ族の

慣行が,「土地の再割り当て制」(rea1locate)に

他ならない。

結論を先に述べよう。ウィルソンの言う「 11地

の再害1り 当て制」とは1991年の民族誌においては

じめて登場した概念であり,それはウィルソン自

らの従来の民族誌的記述を操作もしくは歪めるか

たちで用いられている。そして,かかる概念が援

用された背景とは,1991年の民族誌を貫くツィミ

ヘティ族における自主性のテーマであり,さ らに

具体的に述べれば, ツィミヘティ族の人びとにそ

の自由を実現させる平等主義のパラダイムである。

いささか冗長ではあるが,問題に係わる部分を

以 下に訳出してみよう。

ひとつの tanindrazana l)内 において,何が

しかの土地は常時耕作されているが, このこと

は耕作することによつてその上地を特定の人間

が取り上げてしまったことを意味するものでは

ない。faritany 内の土地は毎年割り当て替
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え (a1locate)渉キテわれると共に,耕作されて

いない土地はzafintany 3)の人びとの手によっ

て再割 り当て (rea1locate)の 対象となる。 そ

の際,休耕のまま放っておかれた土地は放棄さ

れたものとみなされ,没収される。この時一番

の問題は,は たしてどれだけの期間が経過すれ

ば放棄と見なせるかを決定することである。 一

中略―八月の定められた日, 一つの付ないし複

数の村々の成員達は,fokon'olonaと 呼ばれる

公の集会のために集まってくる。 この集会は,

ra)・ aman― dren卜・
1)と

呼ばれる長老達によって

li宰 される。それぞれの世帯 tが,そ の年の収

穫はどうであったか一ほとんどの人達があるiヽ :

度のことをわかっているか―その年の (米の)

消費量に見合っていたか翌年の必要と見込まれ

るlltは どのくらいか現在の耕作地で 卜分かどう

かについて答えるために呼ばれる。 zarintan卜・

であるか vahill卜・ 'で あるかを問わず,1‖ が発

F:を求めて出てきても構わない。一:|:略 ―重要

なFll柄 は,耕地が世帯の階lで 再割り当てされる

よう各世帯の必要量の動向および li壌 の変Illを

きちっと査定することである。 ll位 世代に多く

の場合 (村長)を加わえた長 と達によって,決

定が ドされる。 しか しながらそれは,り :ヤLも 女

ヤLも ,古参の人もあるいは婚入してきたばかり

の人も含めたその場に几:|あ わせたノ、びと誰 もが

いろいろな意見を積極的に述べ,諄 1ヽ議 しそして

衆 11の ntて 下された決定に他ならない。 もちろ

ん,11年 全ての ll地の「 111り 当てか行われるわ

けではないし,数年にわたり ‐定の 11地 区山iか

数名のノ、たちによってⅢl常的に耕作される場合

もある。 ,斤有もしくは本ナ1作 している ll地 の!ni積

からすれば,人びとは必ずしも同等ではないた

査定された必要量の点から見れは,Fl[も が|`Jじ

ムラの人々から14等 な評価を受けたのである。一

中略―すなわち, これが,′ 11計 のための li地 と

いう所有から,富,果ては社会的不11等や政治

的権力にまで拡張されてゆく恐れのある余剰と

しての il地所有への転換,言い換えれは不平等

のための基盤を与えないための富1り 当てのやり

方なのである。一中略一その第一の例外とは,

taninlbary lovaも しくは zaza‐ lavaと して知

られている条件付きの相続水[Jで ある。私「1身

は,あ まり多くこの実例と出会ってはいないが,

私とそのことについて話をしたほとんどの人が,

これが全く正当な習慣であることを認めている。

tanimbarv lovaと は,そ の上地を一番最初に

ひらき耕作 した祖先のたってのArtみ に基いて,

数年間もしくは数世代にわたって常時耕作され

ている水田のことである。一中略一この 11地は,

父系子孫 もしくは母方親族か姻族といった代理

人によって耕作されている限 り,zaFintan卜・の

人びとの間での1年 配分の対象とはならない。 一

中略―tanimbar卜 lo、'aは休村1状 態にしてお く

こともできるが,そ の時はその上地が「活きて

いる」ことが |り |ら かにされねばならない。その

ll地 が級に戻ってしまったり, あるいは明らか

に世話を怠 っている場合には,lll害 1り 1`て しD対

象の 11地 としてブールさオlる 。ツィミヘティの

人びとの|IJで も水1llに 対する排他的付1続権がな

いわけではないが, それは条件つきでなおかつ

ごく限られたもιDであったため,1963年 の時点

まででは,14等性の11念を脅かすまでには至つ

ていなかった いヽ
・
ilson,1992:17-49)。

特に複雑なことか述べられているわけでもなけ

れは, また格り1特 ソ(な慣測について記されている

わけで 1,な い。 こく限 られた村1続水lllを 除き, ll

地は基本的に村落の1111!ド にあり,耕地は世帯毎

の食料必要 ::tお よびそれぞれの ll地 の肥沃度を考

慮 した llで ,定期的に村の集会の場において各 llt

llIの |11で 1り |り
｀
1て 替えが行われているということ

である。 さらに,tanimi】 11卜 lo、 aと いう「例外 :

の3tり 1を受け容 ĺる ならは,論理的に奇異を感 じ

せしめるメ11が あるわけでもない。

か しか し,先に指摘 したように,マ タガスカル

の文化 0社会の民族
`:よ

的糸田部を多少知る人|:1に とっ

て,こ のような「 ll地 の1与制り11て 11」 の存在そ

のものが驚きであり, ましてや私自身が Sofia川

をはさんで東部地方と西部地方の違いはあれウィ

ルソンと同一の民族をフィール ドワークの対象と

しているゆえにその驚きは大きなものであった。
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けれども,本全体を読み終えてから後に脳裏に浮

かんだ事柄は, これまで既に他ならぬウィルソン

の論文を先行研究として丁寧に読んでいたはずで

あり,そ うであるにもかかわらずそこではかかる

現象の記述とは出会っていないとのことである。

では, ウィルソン自身,かつての論文においてツィ

ミヘティ族の上地の所有および用益をめぐる諸慣

行についてどのように記 していたのだろうか ?

3.「土地割り当て制」における例外と一般

フィール ドワークから4年後に書かれた論文の

`11で
, 11地 に係わる諸権利にも、れ, ウィルソンは

次のように記 している。

ひとつの出自集IJに排他的に認められた il地

に対する共同所有Fltは ,」 nヽdrona地 方では,

存在するにしても非常に珍 らしいことであり,

その権利は,あ る特定の社l先の広 く知 られた具

体的行為の結果もたらされたものである。その

ような 11地は,taniinbar卜・ lo、'aと 呼ばれ, 私

は 1例 を具体的に知|っ ている。|キ定の祖先が,一

中略―自分が聞いた ll地を分害1せずに息 Fや りl

性の子孫たちとの独 :li的 使′‖に委ねたいとの遺

志を公にヒ́てのことである。このような_ll地は,

分fflさ れるべきものではないとして扱われる。

私の良 くヽ 1る 例では, このような‐
ll地 は, 当該

の リニージの fokOn'olonaに より, 中し
‐
立てら

れた必要なtに応 じ,毎年男性成員一人一人に害1

り当てが行われている (Wilson,1967:150-

151)、,

|`J一 の嗜
`例

にリムきながら,調査からほどなくし

て書かれた論文の中では,全 く異なることが述べ

られている。人びとの間で必要量に応 じて毎年宵1

り当てが行われるもしくはその可能ヤLが ある il地

は,zafintanyの ステータスの人びとが集合的に

管轄権をもつ fal・ itanyも しくは tanindrazana内

の 11地 ではな く, さらに限定 された tanimbarv

lovaす なわち村1続水田についてであることを,は っ

きりと読みとることができる。 1992年 の民族誌の

中では,ム ラによる成長に対する毎年の耕作地の

宵1り 当てが一般的であり,その耕地の割 り当て制

の対象とならない例外的な L地が tanimbary lova

とされているのに対 し,1967年の論文では,そ の

例外的な tanimbary lo、・aに於いてこそ成員間で

の年毎の耕地の害1り 当てが行われているのである。

一体,いずれが事実なのであろうか ?同 じ事柄

に対する言及は,1971年の論文に於いても見出さ

れる。

幾つかの事例では,潅漑されているような格別

高い価値をもつ水田の場合,そ れらの 11地 は分

吉1し えないものと指定され,男系出 r]に よって

のみ相続される。このような水Flは , taninlba

rv lovaも しくは zazalabaと 呼ばれる。 このよ

うな土地の指定には fokon'olonaの 承認が必

要であり, 一中略―このような |二地が分害1さ れ

たり。あるいは他所者に貸 し出されたりしない

よう保証するのも,fokon'olonaの人びとであ

る。このような 11地 を用益する資格をもつ全て

の家族は,そ れぞれの必要量に応 じて,毎年そ

の il地 の害1り 当てを行う (Wilson,1971:198-

199)。

ここにおいても,再害1り 当ての対象となる土地

の性格および再害1り 当てを行う主体は明らかであ

り,1967年の論文とも基本的に記述は連続 してい

る。村の領域内の潅漑水田という限定された I地

のみが。その ll地 を開き耕作 した人間もしくは祖

先の子孫たち,わ けても男系子孫,の家族ないし

は世帯という限定された人びとによって再割 り当

てが今年毎に行われているのである。いかなる意

味においても,村の領域内の耕地の全てが,村の

管理下にあり,村の長老たちもしくは村の人びと

の合議によって,年毎に翌年の消費 lllの 予測に基

いて村を構成する各家族/世 1静毎に耕作する土地

区画を害1り 当て/割 り替えが行われるという図式

を読みとることは,不 llI能である。逆に, このよ

うな耕作区画の害1り 当て/害1り 替えの慣行を,特

定の耕地や水田を開き耕作 した人間とそのチ孫 も

しくは家族/11:帯間での関係に限定すれば, これ

は私自身の調査資料ともきっちり合致することに

なる。
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4.相 続地の譲渡不可能性と分割不可避性

私自身の調査地域においても,tanimbary lova

「相続水田」および tany lova「 相続地」 という

ウィルソンの調査地域である lヽandntsra地 方と

同一の名称が用いられている。 これらの_L地をめ

ぐる取り扱いもしくは権利の様態は, ツィミヘティ

族の人々自身によって頻繁に用いられる次の語句

に集約されている :

“Lova tsv inotv lnifindra fa ts、 ・
11〕 :lilltsv zclrそ ―ヽ

lia.",「 相続 (地)は ,(他人に)譲渡 してはな

らないが,一方必ず (r孫の間で)分害1さ れなけ

ればならない」c

ili句 の前半は,科 1続水田等は,111'1な る村1続者た

ちの間で用益される限りrr効であるが, これを‖|

続権者以外に贈与したり,譲渡 したり, または売

却 したりすることはできないことを意味している。

なせそうであるのかとの私の|11い に対する等 しき

|口 1答 は, “N)・ lazana tOna tOmpOn卜 .¨ , i lll先 こ

そが,本当の (そ の 11地の)所有 者である」。す

なわち,後述するムラ (負)kon'ol(,na)か らl[式

な承認を得た上で土地を開き耕作した人自身には,

その ll地 の譲渡・ 売却・贈与を含む「1山 な処分権

か与えられる。一方,真の 11地区画所イ∫者とみな

されるのはこの人|11だ けであり, 11地 の付1続人た

ちには用益権だけが継承され,処分権は継承され

ないのである。 もし村1続地の処分を望む場合には,

当該の相続地を開いた人1間 もしくは‖l先の全ての

r孫の同意が必要である。「:i句 の後
｀
11は,相続地

の用益権もしくは用益区画は兄弟姉妹の|11で「均

等に」配分されなけれはならないことを意味 して

いる。

仮に, ここにAと いうり;性がいて,そ のAがム

ラから111式な許
`Jを

llて開いた潅漑水田があり,

Aに は a・ b l人の息 rと Ced l人の娘がいた

としよう。 Aあ るいはその妻の 13が′liき ている間

は,AOBと その子供たちa.beCedは ,A
の開いた水円を単一の協同労働判l織 (asa raiky,

cf.深澤,1989:406-415)を つくって耕作する。

aや bが結婚 して世帯 (tokan'trano)を IIllえ る

ころになると, a・ bそ れぞれの米倉 (riha)が

建てられ,Aの開いた水田の収穫の一部もしくは

水円の一部区画が分 ljさ れる。女性であるCや d

が結婚 しても同じ村内にル1住するかもしくは近隣

の村落に婚出したため夫婦とも協同労働組1繊に参

加できる場合には, aや bと 同じ処置がとられる。

しか し,婚出先が遠方の場合, Cや dは ,「1分 に

分与された水HJの 一部区l画 を,多 くの場合 aゃ b

に耕作を委ねた misasakaと 呼ばれる刈 り分け小

作もしくは f6ndroと 呼ばれる定額小作にだ した

り,収穫の一定キtを 毎年受けとることとなる。 こ

のような段階,す なわち r供たちが結婚 してそれ

ぞれの世帯をもつと同時にまたIllが 存介でXII… r

がひとつの協同労働組織をつ くっている時,親の

もつ水田のどの区riを どの r供 と世帯が耕作する

のかについて,協議に基いて年毎に害1り 当てるlri

行が確かに存在するりけれどち, この ll地 の11り

11て替えは,最終的に収穫を分害1す る方式のうち

の,そ れぞれの家lJtに よって選択されうるひとつ

にすぎない。

a.水 |[I全体を, ひとつの協同労働判l織 によっ

て耕作し,収穫された稲だけをそれぞれの世帯毎

に分寓1す る。

b 水lllを ,幾つかの区画にあらかじめ分けた

L, それぞれの区‖1を ‖1作するlltll;を 年毎に割り
｀
1て ,そ れらの |ltイ |'‖ 1で 協同労働紺l織 をつ くり耕

作を行う。

C 水|||を ,幾つかの区画に分けた Lで , それ

ぞれの区‖1を 耕作するlit帯 をlllll定 し,将来的には

その区llblが lllか らの相続地となるが,そ イlら の lit

‖il:1で の協同労働組織は維持される[

ひとつの水川が複数の 11:イ |「 によってlll作 され,

その収穫された稲かとのように分1年 1さ れているか

は,視党的にこれを把握することができる。すな

わち,5り lに Xllり 取 られた稲は,6月 から7月 に

かけて牛蹄脱穀を行うためにllllを めぐらした脱穀

場 (、 alan't()nta)の 中に稲山 (lonta)を なして

積み置かれる。このひとつの valan・ tonta内 にあ

る稲山の数が,ひ とつの水lllを 「共有」している

世帯の数を,そ して稲山の大きさが各1比帯に害1り

当てられた収穫の量を示 しているのである。ひと

つの valan'tonta内 にひとつの稲山 しかないのは
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むしろ珍 しい光景であり,大きさの異なる稲山が

二つ四つとあるのが普通である。

11に あげたa・ b・ C二つの方式は,水田をめ

ぐる用益権と諸権利の配分のあり得る選択肢であ

ると同時に,そ れはまた家族同期に基く諸権利の

配分様式の時間的変化の段階でもある。そして正

に, この点に私が調査を行っている地域における,

11地をめぐる係争の主眼があるといえよう。すな

わち,収穫物や用益権のみが配分されていたのか,

それとも土地区画そのものが分害1さ れ配分されて

いたのかの点の確認である。ここで,具体例をあ

げよう。

■AntmhJttdy村の
く土地の主〉の人間

図 水田‖1続 をめぐる争いの当事者たちの親族関係

Aは ,Antanimaland),村 (仮 名)の くll地 の

11〉 (t()mpon'tany)6)の り〕性である。他村lL身

の女性 Bと 結婚 し,Dと Eを含む 3人の 研供をも・

うけた。 Dは Antanimaland)・ 村か らJヒ 西に約 9

km離れた村の男性と結婚 して婚出 し, Gを はじ

めとする何人かの子供をもうけている。一方,D
の兄 Eは Antanimaland卜・村に居住 し,隣村出身

の女性 Fと の間にHを はじめとする5人の r・供が

いる。 Eは,1981年頃に死亡したが,妻のF及び

Hを含め子供たち4人が,現在もAntanimalandy

村に居住している。ことは,1984年の乾季になり,

G側がHた ちに対し次の事柄を要求 してきたため

に生じた。

a.Antaninlalandy村 においてHた ちが, A
からの相続地として耕作している三つの水田区画

のうちの一区画を,母 Dの相続分として自分たち

に分lJ可~べ
きこと。

b その llで,村が遠いため自分たちはその水

Πlを直接耕作できないので,Hた ちが以後も引き

続き耕作を行い,そ の水田の米の収穫量の半分を

自分たちに与えるべきこと。
7)

これに対し, Hた ちの側も以下のような反論を

述べ,,双方の 11張は平行線をたどった。

a.Aか らの相続水l11の分 1手 を要求するならば,

Gた ちがその水口|を 直接に耕作するべきである。

b.も し,Gた ちを分liさ れた水田区llLJの 所有

者とし,「1分 たちが耕作を続けるのであれば,収

穫量の 1分の一をGた ちの取り分とし,残りli分

の■は自分たちの取り分とすべきである。

結局,相続水1日 の分与をめぐるHた ちとGた ち

との争いは,Anlanimaland)・ のムラ(fokon'olonD

における集会 (voria)の 場に,持ちこまれるこ

ととなった。ムラが,こ の争いの集会の場に集まっ

た人びとに確認と記E言を求めた事柄は :

a.係争中の11該の水肛l区 !Щ 二つが,本当にA
からの付]続地であるのか否か

b.Aか らの相続地である場合,そ れらの水[H

区画が,既にEた ち兄弟姉妹の間で分割を終えて

いるのか否か

の 1点だけであった。

aの点については11該の水‖]区画全てが間違い

なくAか らの任1続地であること, bの点について

もまだ兄弟姉妹間で分宵1を終えていないこと,に

複数の人びとからの証言を得た。ここにおいてム

ラは,先述の “Lova tsy mety mifindra fa tsy

maintsy zaraina."の 原則に立って,Hた ち側の

主張を却下し,

a.当該水田の一区画iを , Aか らの相続地とし

て,Dに分与すること

b.それにあたり,Gた ちがその水田を直接耕
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作する必要はないこと

C。 今後の耕作については,Dを水円の「所有

者」 とし,Hた ちとの間で 〈刈 り分け小作〉

(misasaka)を 行い,lJIJ者で収穫された籾米を折

半すること

d。 ただし,Dお よびGた ちの側は,〈刈り分

け小作〉の対象者としてHた ち以外の人鵬1,わ け

てもAntanimalandy村 以外の他所者を絶対に選

定 しないこと

を裁定 し,H側 OG側共にこれを受け入れた。

この水田をめぐる係争の攻防の焦点は, 当該の

水田がG側が相続権を l:張 しうる′ヽからの村l続地

か否か。そうであったとしてG側が分与を L張 し

うるキョーダイ間での人分害1地かriか,の _1メl.1に

ある。 Hた ちの側からすれは,自 分たちが耕作を

続けてきたという既成
il'実 に対する突然の分与請

求を苦々しく思い,逆にGた ちの側からすれば|サ

lll Dの rr命中に分′
]を 1:与 求 しなければ時機を失す

るとの思いが強 く作‖|し ている。それもこれも,

付l続地における権利の配分はいずれにせよ用益権

の配分に他ならないこと, にもかかわらず|ll益権

の配分は,収穫蹴の内こ分・ ll地 区ハiの 毎年の害1り

替えあるいは 11地 区lllllの 分■1と いう _1つ の形態を

とり,現在用益権のnd分 がいずれの形態によって

なされているかの見極めは,相続地を与えてくオl

たノ、間自身が死亡している場合などは特に,微妙

な問題であることに起因 しているこ

そろそろ,「 L地害1り 当て制」の問題について,

一 :1結論を ドすべきutで ぁろう。現象のid述 との

観メltか らすれば, ウィルソンの19(,7年 および1971

年の論文の記述を残 し,1992年の民族liよ中の記述

を棄てれば済む,簡単な1`柄である。「 L地害1り

当て制」とは,特定の L地区山1, とりわけ潅漑水

|ll,の 相続桁:者 もしくは受益者たる家族/111峡に

のみ選択的に適用されるザi行 にすぎない。村落規

模での「地害1り 制」や「害1り 当て制」は,現実 1こ

ではなく人類学者の頭の中にのみrr在する。

しかしなから, これによって
'1初

の問題の全て

が,解決 したわけではない。ではなぜ,1967年・

1971年 の論文と1992年の民族誌との間には, 11地

をめぐる権利の
`i己

述に,11-の民族誌的資料に基

きながらも,かかる不連続を生 じたのかという問

題は,依然として残されたままなのである。

5,ム ラとは何か

村内への一軒家を構えての定住はできなかった

ウィルソン夫妻ではあるが,そ れても 〈孫〉とし

て養取されることによってArnbandriky村 および

経緯は不明ながらrヽ nkiabe Saloh)'村 の二村とは,

それなりに持続的かつ親和的関係を結び, この 1

村とその近隣の村落か したる民族誌的資料の供給

源をなしている (ヽヽ
・
ilson,1992:!0-12)。

けれとも,こ の 1村は,111じ ツィミヘティ族 li

体の村でありまたスフィア川束部地方に位置iし な

がらも, 多 くのメlミ においてりtな った1‖ rliを |キ って

いる。それぞれとのようなlll要 の村か。 ウィル ノ`

ン自身の3:彙 で‖llら かにしてみよう。

」ヽnlb:intirik卜 本寸

41iま れた付から50knl移 住 ヒ́てきたヽ
・
に`1(,の 父

によってつ くられた。一:|:略 ―その当時,そ の

谷あいには誰 も実質的にた:||卜 していなかったた

ヽ
‐
c10の 父は,11も近い村に定住を知Iら せると共

:こ , A:〕 lbandrik卜 1寸 から30klll離 れた」ヽinP。 :111'ト

村に住む Sakal,1、 a llkの Ii rの 1■孫をましえて

供犠をiiっ た。それからはどなくして,他」)家

族がこの谷あいに千多|liし てきて, rヽ mballdlikト

村から少 し離れた,りiに 定 lliし た。 一中略一・ 1時

の
=ヽ
ml)andrik卜・村のノ、日 :ま ,ヽ

・
eloの 父の家族,

‐家族だけであった。一中uil An11)andrik卜 村

の人日は,ヽ
・
cloと 彼の兄弟たちか家族を持 っ

たために1曽 えていった。 一中略―この・ 1時・ 村

の中核には,最長老すなわち淑Ⅲlbcと なった
・ヽ
clo,ヽ

・
ol()の 奏と 1ノ、の糸|キ 婚 した患 rと その

5人 の 子供および_1人 の米婚の娘。そのうち一

人は r供 を産んでいた。 ヽ
‐
eloの 兄たちの 3人

の息 rと その妻たちおよび息 rた ちの中の15人 ,

うちH人は結婚 していた, それに20人の孫たち,

合計66人がいた。 それに加!わ えてヽ
・
eloの 姪の

人がja01oko 8 として一人, 
・ヽeloが 村に居住

することを認めた他所者の男性が一人, これら

6人 を足 した72人 が全村民 である (Wilson,
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1971:202-203)。

Ankiabe Salohy村

514人の居住者数という規模の点で も, おそ

らくゆうに100年以上前につ くられたという永

続性の点でも,潅漑用水と好条件の天然水があ

るため Ambandriky村 の畑地 に対 しその耕

地の大半が水田であるという肥沃さの点でも,

Ambandriky村 とは異なっている。村を倉1っ た

人びとは,ヽ lananaraあ たりの東海岸地方から

やって来ており,Zafisafotsyと いうfoko 9)の

名称をもっている。20才以 Lの り〕14i106人 のう

ち77人 は Ankiabe村 でイ|二 まれZafisafotsyの 地

位を li張 している。 一中略 -27%にあたる29人

の成ノ、り;性 は,他の村で′
liま れておりなおかつ

Zafisafots卜・ではない。そのうち16人 は他 l斤 者

と見なされ, 10人 は,a10kOと して几F:lliし てい

る。残りの 3人は,一人がメリナ族であり, 二

人がコモロ人の商人である。 16人の他所者の中

で, 7人は,ray aman― drenyの 許可を得て,

ambenivav)・
:6)の

地位にメよいて「サの村に住んで

いる人々である。(ap cit:204)

ここで111題 が浮かびあがる。ウィルソン人妻は,

はたして Amballdrik卜 本寸および Ankiabo Saloh卜・

村を中`亡
とヽする _1つ の地域において,同 じ詳 しさ

と|!Jじ 質を備えた資料を収集 していたのか否かと

いう点である。 1971年 の論文の中で L地 とそれを

めぐる諸権利の様態の具体例として挙げられてい

るのは Amban(lrik卜・村 と Zafimita集 団であ り

(ヽ
・
ilsOn.1971:197-199,202-203), 1992イ lこ の

民族誌において も同 じ記述が見 られ (Wilson.

1992:40-11), りIL― -50頁 から51F〔 にかけ Ankiabe

Saloh卜・村か ら数キ ロ離れたところに位置す る

AnkavankibO村 における L地 の権利をめぐる係

争の例が挙げられている (op.cit.150-51)。 す

なわち, ウイルソンが1992年の民族誌においてツ

イミヘテイ族社会一般の慣行のように記述 した

「 11地の害1り 11て 制」 も,実 は Ambandriky村 で

のみ見出された事例ではないかとの予測を生むの

である (Wilson,1971:199)。

Ambandriky村 が, ウイルソンによるツィミヘ

ティ族調査資料の中核を成 していること自体には,

いかなる問題も存在しない。 しかしながら, ウイ

ルソンが,Ambandriky村 をツィミヘティ族にお

けるごく普通の,言い換えれば「典型的な」村落

であることを主張しはじめる時,そ こにおける資

料はその言葉とは全く裏腹に特定の意味を担うこ

ととなる。

1962か ら1963年 にかけて, 私たちは主とし

て Kalandy郡 および Mandritsara郡 にある

114の 村落を訪ねた。その中で最 も大きな村が

Ankiabo Saloh)・ 村であり,そ こで私たちは,

統計資料をとる人たちが通常滞在する期間より

も11い数週間を過ごした。私たちの推測人日は,

250人である。その他の村では,人 Fl調 査と称

することができるものを特に行ったわけではな

いものの, ごく人雑把に見積もって,私たちは

一村あたりの l`i均人日規模は40人であろうと思

う。この私たちの推測人「」値は,Mandntsara

地方の202村落で統計をとり,そのうち175村 が

100人以 11の 人口を擁 していたとするモレの数

llllと はあまリー致 しない。さらにモレは, 1平

方キロメートルあたり5.53人 という人口密度の

値を出しているが, この値は全体としてみれば,

恐らく謬tっ た推測統計であるにせよ,そ れでも

Androna地 方の人口密度があまり高 くはない

との印象を与えてくれるL,そ れは正しいであ

ろう (ヽVilson, 1992:38)。

Ankiabe Salohy村が例外的に大規模な人口を

擁する村落であるのに対し,人口60人のAmbandriky

村は,ウ イルソンが見込む Nlandntsara地 域の

村落の平均人l」 40人に限りなく近いわけである。

さらに奇妙なことに,数週間滞在し人口統計資料

をとったはずの Ankiabe Salohy村 の人 :]が ,

1971年の論文の514人から, 1992年 の民族誌の中

では250人へといつのまにか半減 してしまってい

るのである。また,私自身1983年 9月 に予備調査

のためウイルソンとFJじ lヽandritsara地域に一

ケ月間滞在し, 8ケ 村を訪れた経験から次の二点

を指摘することができる。第一点は,ス フィア川

西‖1地方に比べ全般的に一村落を構成する家屋数

が少なく小規模であるとの印象をもった一方,10

戸前後の小規模村落と50,J以 上の大規模村落との
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対比が顕著であり,平均値が現実的多数値を必ず

しも表さないことである。第二点は, ウイルソン

が主たる調査地域として挙げている地図の中の村

落 (Wilson, 1992:41)に も, Kaland)・ 村 や

lヽasiakomby村 のよ うに Ankiabe Salohy村 と

Fu―l等規模のものが含まれていることである。 した

がって,そ レの数値を疑問視するウイルソンの側

にこそ,ツ ィミヘティ族村落の人日規模を,「 ド

方修 iE」 しようとする意思が働いているものと断

ぜざるをえない。Ankiabe S(1loll卜'村 を例外扱い

としそこにおける資料をほとんど提示 しないこと

と,そ の一方 Amband五 k卜・村における資料を活

用すると共に村落の「一般像」や「典型Jを小規

模化する手続きは軌を一にしている。

もちろん, A:llbandriky村 の方が Ankiを、hc

Saloh卜・村よりも,!Fi接 的で11富 な資料に恵 まれ

ているという実際的な1lihを Fi定することはでき

ないであろう。 しかしながら。「 ll地寓1り Jlて 制」

の問題において, ウイルソンは,特定の水阻lを 出l

いた人1制 から

"'1接

的にその川益桁を継承した人ひ

と, ::わば家族ないしlll族 の間の慣行を,村落 レ

ベルの慣行へと「昇格」させてはいなかっただろ

うか ?  ここに, Ankiabo Sal()1ド キ|で はな く

Anll)andlヽ ik卜・村こそが,「 りt':り 」てあらねはなら

ないことのもう一つの1愚 さオlた理由がある。

ここまで「ホ寸」・「本寸落」・「ムラ」とtヽ う:ユ
:′:を

特に定義も与えずにサ||い てきたが, ツィミヘティ

族の人びと自身がそれらに相当するものとしてH
常的に使用する11語 とは, tananaと f()kon'()lona

である。前者の tananaは「家耀の集合体」とい

う視覚的ないし地FI的景観に基づいて規定される

「村」である。 ツィミヘテ ィ族の「村」 ない し

「村落」は,伝統的にもまた現在的にも集村の形

態をとるためその識別は容易であると共に,農繁

期の出作り小屋や一卓F家 などは tananaで はなく

これを tranO mijり 10<離れLi>と 呼んで区別を

行っている。

この tananaに 対 し, fokon'olonaと は, fOk0

「起源を同 じくする人びとの集まり」 (RaleiniSa_

Raolison.1985:380)と olona「 人」 とにヽう意味

をもった 1つ の‖t語の合成であることに示される

通 り,単なる景観ではなく,社会的性格をもった

「人びとの集まり」を指 している。 では, どのよ

うな社会的性格を担 った集合なのか ?先ず, ウィ

ルソンの説明を追 ってみよう。

1967年の論文 :「村の事柄に関 しzafintanyの

人びとは,村の年長者集団の tompon,tananaと

も見なされている。彼らは,Iにに多数派であると

いうだけではなく,その年長性および上地の儀礼

的支配の点に於いて,村会 (counc.il)も しくは

村の集会 (assOmblド )で あ る rokon'。 1。naの

場では,強 い発 言力 と影響 力を持 っている」

(ヽVilson. 1967:150)。

1971イ 11の 論文 :「 :lr柄 が犯J「 や村外に根をもつ

と判断され,全ての居lli者が集まる場合を除き、

ひとつの領域の行政 11の 集会 (adininistrati、 e

nsscnlbly)で ある餞,k(,n.()lonaは , りl系 r孫 た

けから構l成 される。 一:|!略 ―卜Jじ こと:ま , 政′台詢勺

集まり (lx,liti(al itsscmblゝ )である 11ノ kOn・ (,lt)na

にもあてはまる。fokon.010naは ,り;系 出自以外

のどのような地位を持 っていようとも全ての11:(ト

者から構成されるが,く村の li>以外の地位を持

つ人びとは,脇役である」 (ヽヽ
‐
i13on 1971:206)c

1992年 の民族誌 :「 村内の年長者たち,あ るい

は公の ']「 柄を討議するために集まってきた人びと

はF性 でも。 父と母を意I味 する 1・al anlan‐ dl cll)と

尊敬をこめて呼ばれると共に政治的に位置づけら

れる。全ての illf卜 者たちが出席するkabar卜・もし

くは lok()n'ol()naと 1呼 はれる公的な集会 (public

moeting)の 席 ll,111):lnlall dlen卜・の人びとは.

一簡所に坐 り, 集会を li導 してゆ く」 (ヽ i`lSon

1992:152)。

ウィルツンは,1992年の民族誌の巻末の索引の

中でfokon'(,lonaに ついて 「村の集会」 (、'illago

,lSSOmbl卜・)と の簡易な説明を与えている (op

cit i176)。 当該の村のた::住 者に係わる.l'項を裁定

する政治的な機能をイ∫する集会というのが ウィ

ルソンの fokon'()lonaに 対する基:凋 13」りlであるた

その一方 zafintan)・ のステータスをもつ男系成員

が fokon'olonaに おける言わば「中核村民」であ

り政治的に優越的な位置を占めているとの認識 も

Hj]確 に

'こ

|11さ オ1る  (cf. Vヽilson 1971:198)。  さら
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に,fokon'010naは ,民衆の側の任意の集会では

なく,中央政府に至る行政組織の末端に位置づけ

られる公的な性格を持つものであることも示され

ている (Wilson 1992:142)。  ウ ィル ソ ンが ,

10kOn'()10naに 対 し与えている説明の多義性をひ

とつの視点の許に把握するには,fokOn'olonaに
ついての政治史および社会史からの回顧が必要で

ある。

fOkon'010naと は占来は,中央高地 Mehna族
の人びとの間で,あ る L地に住み基を中心 とした

共通の制l先 をもつ一I劇 の人びとを指す単語であっ

たと言われている。 しか しながら, ImOrirla■ lJ

か1811t紀 末にIli統 一されると

'tに

, 上によって 1:

国の行政機構が改編され,fokOn'o10naは 一定の

政治的・法的 0経済的義務および権利を分与され

た li国 の体系内における木端のそれι)え最 も基礎

的な「郷制度」として位置づけられることとなる。

さらに, 19世紀後半には 1,nel・ ina li国 の拡大に伴

い,fokon・ o10na制 は,本来の Monna族以外の

地域においても施行されるに至っている。

この「郷告lr■」としての fokon'olonaに 与えら

れた義務と権利の内容は多岐にわたり ;

a.潅漑水路の建設と捕修,稲作の協lol作業の

:|‐

"11と

実行

b.兵役を含む人役の負担

C.ri科 [の 負担

d.領域内での治安の維持

e.共同の財産の管理

f.以 11を 遂行するにあたり必要な<取 り決め

>(dina)を 中′亡、とする立法―裁判権の行使

など,本来の祖先を同 じくする親族集団から一定

の領域を基礎にした法人格ないしは政治組織へと,

その社会的性格が転換させられたと一般に L張 さ

れている。単一の fOkOn'olona内部の自治は,ray
aman― drenド と総称される家長や戸主にあ

'た
る人

びとの合議によって決定され遂行されていたが,

fokon'010naを 複数統合 した行政区 ldllに 工族また

は貴族の「領11」 が置かれた し, さらにIか ら直

属の行政官が派遣 されて fOkOn'olonaを 管轄 し

その自立化の傾向を阻 11し ていた。

その後 Imerina E国 は, 1897年 にフランスに

よって滅ぼされるものの,fokon'olona制の方は

1902年の植民地総臀府の政令により行政体系の一

部に組み込まれると同時に,Imerina l■ 国の範域

を超えてマダガスカル全島に普及が図られること

となった。けれども,Imerina王国時代の fokon'

olonaが 貢租や夫役・治安維持などの連帯責任を

負う一方で一定の自治をも享受していたのに対し,

植民地総督府の施行 した fokon'olona制 は,法
的・政治的権限を伴わない 11意 下達のための一末

端行政機関としての位置づけであり,そ の長は公

選されたものの,実際には「公益」の名の許に植

民地総督府の社会資本の整備を目的とした人役及

び納税の責任分11の 側面iだ けが,拡大され強化さ

れたと言われる (以 1l Condominas,1991)。

では,当のッィミヘティ族にあって fokon'olona

制lは どのような歴史を持っているのか ?モ レによ

れば, この地域行政機構が, ツィミヘティ族を合

むマダガスカル北部地方一帯に導入されたのは,

19‖t紀 11半 から続いた Imerina[国 による被支

配期間ではなく,20世紀前半フランスlli民地総督

府の手によってから以降であり,それ以前にこの

地方では,ヽlerina族 と Betsileo族 の居住者の多

い一部の地域を除き,fokon'01ona制 は知られて

いなかった (Molet,1959:117-119)。

さらに,モ レは, ツィミヘティ族の間に現在見

られる fokon'olonaに ついて,「村を代表する家

族の長たちの権威の許におかれているひとつの村

落の人びとの全体」であり,「所有権および用益

権を行使する」と定義し次のように述べている。

その出発点において,村落は同じツィミヘティ族

の男系関係によって結ばれた一家族がその居住

者にすぎないものの,時 と共に村落は拡大 し,

fokon olonaは ,異なるクランの代表者たちや時

には異なる民族の代表たちをも含むようになるが,

当初の定義の原則を脅かすものではない。

fokon'olonaを 構成する家族の長としての長老

たちの間には,村への人郷・年齢・ 出身民族に基

づく集会の席 11で の席順に違いがあるだけで,い
かなるヒエラルキーも存在しない。これらの長老

たちが紛争の際の<判事>と なる fokon'olona

の裁判権は,村の成員が現実に抱えるあらゆる間
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題,家畜による農作物の被害,水田・ 畑・ 放牧地

の境界争い,相続財の分割,禁忌の違反など,多
岐にわたって行使されるが, フランスによる統治

以降,刑法犯の裁半1権 はその管轄から除外されて

いる。
11)

かつては,fOkOn'olonaの 権限は強大であり,

ムラにとって好ましくないと判断された個人や家

族に対 しては,あ らゆる助力と援助の拒否・ 宗教

的儀礼からの排除・ 立ち退きの勧告・ 農作物や家

屋の破壊・ 力ずくでの追放などを課 して,そ の排

斥を図 った。 また, フランス統治 ドでは, 各

fokon'01onaにく(本 fft〕 > ((ヽ hcf do vinage) が [覧

かれ,<村長>は ,政府から派遣された|‖

`長

に対

し,共同労働の害1り
｀
1て・ 税金の徴収・ 伝達さイt

た法令や命令の実施などの責任を負わされた。■

村長>は ,lokon'olonaに よってその成 itの 中か

ら選出されたが,選ばれた者はその職に1光 くこと

を逃れることはできず,収入の害1に は労の多い職

として嫌われた。

上地は,原則としてその L地に最初に定fliし た

人びとの r孫にあたる zalintan卜 の人びとに属す

るが,放牧地・ 森・ 池 0川・ ′イ:な どの 11地 は,

fokon'olonaに帰属する。米耕作地の利用を希マ!

する人間は,fokon'ok,naの 人ひとを招き, ll地

の霊と関係を結ぶ供犠を行った liで ,そ の境界の

承認を受けなければならないっ ・度り‖かれた水田

はり:‖iに よって11人的に所有され,父から息 rに

相続されるが,相続人がいない場合には,そ の ll

地は lokon'ol()naへ と返却される (以 11ヽ 101ct,

1956:191-201)。

fokon'o10naか, ウィルソンの述べるように集

会や男系親族を中核とする集111やイi政の木端組l徹

といった多義的供lmiを もちうることは,以 11で llll

解されたであろう。 しか しなか ら, あらためて

11)kon'()lonaと は何かということになると, ウィ

ルソンの説明は1手 の核′とヽをついていないよ
・
うに思

われる。むしろ,モ レが指摘するように,fokon'

olonaと は,村落の規模および継統年代に係わ ら

ず, またその内部における家族 0親族関係のあり

ように係わらず。 一定空‖1内 に距:住する人びとも

しくはその人びとを代表する年長り:性 たちの共同

性の権威の構造にこそ立脚 している。すなわち,

fokon'olonaは , fokon'olonaと してlJ ll撃 かを共

に受けいれまた何11'か を共にFiう ことによりこ言わ

ばその共同性を任意に受けいれるからこそ fokon'

olonaと しての強需1カ を持ちえるのであって, 1・ o

kon'olonaの 構成長の人多数がその村や上地にお

け る開 社1の 子 孫 で あ る とい う zahntanvや

tompon'tan)・ の地位に源を もつことによってそ

の力を持ちえるのではない。 したが って, この

fokon'olonaが 設定する何:IJか としての共同性を

「行χb」 しえない人|IJは たとえ zafintanン や l oin‐

pon'tan卜・の人「1と いえども負)kon.ol():laの 成 ll

たりえず。また逆に,共同性を「行為」しえるノ、

間は全くの他llrr者 とぃぇとも、た派に fokr)n・ (,lona

の成二lた りえるのである。

ここで、 そのことの実例をあげておこう。先の

Antanilnaltind、・村の 1()ko:l olt)nal・ では, その

18オ
・
以 Lの 成上1に 対し,性り1ま た未婚 0既婚を||"

わず,fJtt1/J米 をよr油 fli(daba)1杯 ′tそ 25kg

腋出することを.ヽ
`、

ムラの定め ,ヽ (dina:ll―

pOko■
・
()lonと1)と してi保 しているcこ の米はくム

ラの米fl>に 貯蔵され・ 魚りk()n・ ()1()naの 成 ilに は

倍返 しを条件に1ヽ 与されるほか,メこの端境卿1に は

市場 lllll格 より2～ 311安い
『

1で lokon・ t,lonaの 成

長の希望者に対して売lllさ れ,そ の売 L金 :ま liと

してι、ラの小学校の1llll L ttl持 に充てられているc

1985年 1月 , この米の売却をめくって||ヨ 題が′
liし ,

(ム ラの失会し (、 ()l itl)が 1用 ‖Lさ れた。 :!1'I「 者

の PH,spcr(llx名 )は ,11と う人のキョー タイと

りtに 7km離れたりltli:所 ni地 の町にfliん でいるぃ

その ・方,Prosperと そのキョー タイたちは, 父

の住んでいた家CD跡 にまた新しく家を建て,農繁

;υIの 12月 から5月 町1こかけてはこの」ヽntanilnそ 、lall(1ト

村内の家に住みなから,父からの‖1統 水川の村1作

を行っている。 この時,1)R)spelた ちが 〔́〔ムラの

米>の 販売を求めたのに対し,.ヽ ntaniinaland卜・

のfokon'olonaの 成 llの 一部から, 米の売却 は

lokon'olonaの 成長を優先させるべきであ り,

Prosperた ちのようなfOkOn'olonaの 成it外 の者

にまで売 ったのではすぐにrl分たちの分が無くなっ

てしまう
13)と

異議が強 くバ、せ られたのである。
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集会の席上,PrOsperた ちは ;

a。 自分たちは籾米疎出の fokon'010na成 員

としての義務を果たしていること

b.自分たちは Antanimalandy村内に家を も

ち,父の代から住んでいること

C。 自分たちは Antanimalandy村 の<11地 の

主>であり<他所者>ではないこと

の三点を挙げ,同 じAntanimalandyの fOkOn'010‐

naの成員であることを主張 した。 これに対 し,

一部の成員からは :

a.PrOsperた ちは主として町に居イ〕:し ている

こと

b Prospcrた ちはくムラの共同労働>(asa
Fikambanana)に 参加 していないこと

を理由に反対意見が述べ られた。討議の結果 ,

I'rosp(ヽrた ちは今後<ム ラの放牧場>(kilan)・ )

の柵の建設の吉1り 当て作業を遂行することを条件

に,1:)米 の売却が承認されたのてある。

6.平等性のパラダイムとムラ

ツィミヘティの人びとは,14人 lll人 および各

lti帯毎の異なる必要職を認めることで。資源を

14等にというよりは公14に 配分する方法をとっ

ている。と同時に,人びとは, ヒエラルキーの

恩恵にあづかることもなくポリスである村の事

柄という政治的事項を調整 し,富ひいては上述

した経済的不可二等に無関′とヽでいられるのである。

この無関′亡ヽは,装飾や見せびらか しまた物の貯

蓄を欠 くことの中にも表れているものと思 う。

審美的表現の欠如,人事なのは見た日より機台し

飾りよりは実用性 ということになり, このこと

は私の頭を悩ませた。けれども, この問題を検

討する前に, まずはじめに,基本的資源である

L地の管理,す なわち,上地がどのように公 14

に配分され,そ の結果,財産や地位や
′
位階の基

盤となっていないか,について討議 してゆきた

い (ヽVilson, 1992:46)。

以上の引用にも示されるとおり, ウィルソンに

とって「 L地の割 り当て制」の慣行は,学なる上

地をめぐる権利とその配分方法の報告としての価

値をもつものではない。それは, ツィミヘティの

文化と社会を貫いて通底する「個人主義」のパラ

ダイムを実証するひとつの重要な慣行に他ならな

い (cf.Wilson,1992:9-10)。 もし,土地, わ

けてもツィミヘティの人びとの常食である米を供

給する水田やその権利の配分に偏りを生 じるなら

ば,そ の偏りはそのまま社会的な個人の位置づけ

や役害1の偏りになるやもしれず,最終的には政治

的な力の差異として支配と被支配・ 命令と服従の

非対称的関係を現出させる危険が増大するわけで

ある。 しか し, ツィミヘティ社会はこの難間に対

し
「
土地の害1り 当て1,1」 を用意することによって,

平等そのものではないにせよ人びとに公平性を保

証 し, また L地が恒久的な個人資産となることを

‖11,fし , ツィミヘティ族社会にとっての最大の脅

威を取り除 くことに成功 したのである。

かかるウィルソンの描 く構図の視点に立った時,

「 11地害1り 11て 制」慣行の家族/親族 レベルか ら

村落 レベルヘの「昇格」, Ambandriky村 のツィ

ミヘティ族村落への「典型化」ないし「一般化」,

ッィミヘティlll村落人口規模の「 ド方修正」, そ

して lokon・ 01onaの 社会的性格規定における家族

/1jl族 と村落との不分離, これらがひとつの連環

を成 していることが, はっきりと了解される。す

なわち,少なくとも「土地害1り 当て制」の慣行が

確実に実行されていたにちがいないAmbandriky

村は,村の11設 者から数えてまだ 1世代 しか経て

いない比較的「新 しい」,そ れゆえ居住人口66人

の「小さな」村である。そして,全 くの他所者は

わずか 1名 のみ,婚入者等を除いた<土地の主>
の人びとの全村落居住人‖に対して占める割合も

74%で ある。 これに対 し,Amkiabe Salohy村 で

は,20才以 11の成人男性牌1住成員に限っても27%

が<他所者>であり,開村から9041i以 上が経過 し

居住人口331人の Antaninlalandy村 では, 5%
強の17人が<他所者>である。 したがって,開村

から年ftが ドがれ
`ぎ

ドがるほど,そ してそれに伴

い人日が増えれば増えるほど,<11地の主>の人

びとと親姻族関係を持たない<他所者>の絶対

数および全居住人口に対 して占める比率が高くな

る傾向は明 らかであ る。 とするな らば,逆 に
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Ambandriky村 は,限 りなくムラと家族/親族と

が重なり合う例であり,調査者の眼に,本来は家

族/親族内の慣行にすぎない「土地の割り当て制」

が,あ たかもfokon'010naに 体現されるムラの慣

行であるがごとくに,あ るいはムラのレベルにま

で「拡大」 しうると映ったとしても不思議はない。

しか し一方, このムラと家族/親族 レベルとの不

分離は, ウィルソンの単なる「錯誤」であるより

も, もっと積極的な「作為」である可能性 も高いc

なぜならば,既に指摘 したように, ツィミヘティ

族村落の「 |`え均的人|]規模」がさほと'た計li的 とは

思えない資料により「下方修 !l:」 されたことによっ

て, このムラ (lokon'olona)と くi ll地 の li>

(zaFin'tan)・ ,loinpon'tan卜 )と がほとん ど鷲複

するAmbandHk卜‐
村の 一事例が, ツィミヘテ ィ

族村落の「 一般例」もしくは「典11例」となる契

機を獲得 しているからである:

このように述べると,「 いや。 それはおか しい

1992年 の民族誌の中で, ウィルソンは「Oko■
・

olonaを <村の集会:ン と規定 し,曖昧さを払拭 ヒ

たのではなかったのか ?」 と反論をくわえるりl敏

な読者がいるにちがいない。だか らこその,「 作

為」の疑いなのである。ウィルソンとって,「 |:

地の富1り 当て制」が家族/親族内のlri行 であって

は都合が思いのであり,あ くまでもや1住者全liと

いう村落の全体性に係わる fokon'olonaの '卜柄で

なければならない必然性が存在する。何の必然性

か ?そ れが, ッィミヘティ族社会を貫く「1‖ 人 11

義」と「平等制」のテーマないしバラダイムであ

る。
「

ll地 の富1り 当て制」力:,一家族/親族のlri

行としてではなく,ム ラの慣行として村落い1住 者

全flを 覆っている限り, ll地 を挺にした資産や財

産の蓄積あるいは社会的イ(14等の形成が困難であ

ることは見やすいI甲 11で ある)負)kon'01r)naが 村

落の居住者全llか ら構成される社会的共同性であ

るにもかかわらず, Ambandriky村 では lokon'

olonaと の関係において曖味な部分で「 ll地 の害1

り当て制」がイiわ れているならは,その曖昧さを

fokOn'010naの中へ家族/親族を言わば「すべ り

込ませる」ために利用し,完全に「すべり込ませ

た」後でもう一度その慣行を村落の全体性・ 共同

性として「すくいとる」,こ うして出来あがった

のがムラを単位として行われる「幻の上地害1り
｀

1

て市1」 の全体像である。であるならば, ウィルソ

ンは,fokon'olonaと いうツィミヘティ族社会に

とって基礎的な社会存在の家族/親族とは切り離

されたそれ独自の性格を認めているように見えな

から,実際にはウィルソンri身が設定 した「 1‖ 人

11義」や「 14等性」のパラタイムの許で, ムラを

家族/親族の方向へ選元する。すなわちムラを消

滅させたことに他ならないと,iえ よう。

しか し, この点において, ウィルソンは, 1:Tl

にIり :り を犯すこととなった。第 ―‐は,「 lll也 の富1

り当て制」を「作為」によってムラと融合させる

ことによつてであるっ第 1は,そ れによって自 1,

の「 1‖ 人 li義 」や「14等 性」のハラダイムを裏UJ

ることによって,で ある。ウィル ノンは, L地 と

ぃうりよ本的資源の配分にイミ14等性を発′
liさ せない

ための公的メカニズムとして「 ll地の1争 |り
｀
1て 市1」

を設定 し,そ れにより宙や財の 11て の実際的差異

が極小化することで,社会的成11桁 :の 14等性が f丼l

証されると考えているりでは'間 おう。近代的政

治理念としての「1月 ノ、」や「 1ヽ4等 」を確立してい

るとされる社会において,IIギ や財の14等 もt_く は

公 |`え を保[訓:す る公的メカニズムが作||!す ることに

おいて,す なわち現実的な個人11人 の経済的だ:賢

が小さいことによつて,そ の i｀ 14等 」や「公 141

の社会的 ll:義 が実現されているのかと。そうでは

ないであろう。その実現は社会的資源のnd分 の 1`4

等や公14の メカニズムσ)前 に,社会は,11人 1可 人

の貧宙や社会の中での位
「

Iづ けや役害Jと はUJり 離

された「‖I名性の1‖ 人Jと いう均質な集合から構

成されるとの理念があるからこそに他ならない。

どのような資産家 もどのような貧困者も。 公的に

卜J一の権利・ 同一の義務を持つとされるがゆえに,

「 14等なlll人」たりえるわけであるっ とするなら

ば, ツィミヘティ族社会においても,経済的不 1`4

等ヤLと U」 り離された「対等性」の観念がrr在 した

としても不思議はない。<ll地 の li>で あろうと

<他所者>で あろうと,広 い水田を持とうと水田

を持たなかとうと,牛を50頭持とうと′
11を 全 く持

たなかろうと,「や孫が沢山いようと子供がなか
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ろうと,ひ とつの fokon'olonaの 成員である限り

は,同 じ発言権・ 同 じ権利・ 同じ義務なのである。

さらに,出生によってその帰属が半ば非選択的に

決定されてしまう<土地の主>と は異なり,家族

/親族とは別次元で成立する fokon'o10naと いう

ムラは,共同生活の中でそれが成員に課す義務や

負担を果たす限り誰でもその成員でありうるわけ

で,そ の課す義務を受けいれるか否かはあくまで

も個人の任意もしくは選択の問題として与えられ

ているがゆえに,「個人主義」なのである。

「高1近代」に他ならないッィミヘティ族社会は,

富や財産の平準化の機構を持ちえない限 り,「平

等な個人」という存在を容認する余地はないと断

ずるならば,ウ ィルソンのこの民族誌は,いわゆ

る「 オリエンタリズム」の リストに, またひとつ

新たな作品を付け加えたことに他ならない。ツィ

ミヘティ族社会の資料そのものに忠実であるなら

ば,家族/親族的位相を離れた fokon'010naを通

して,「前近代社会」の中に「近代社会」 にも似

た, しか しそのものとしての平等と個人を読みと

らざるをえないのであり,そ れはそれ自体として

|・ 分にlfli白 くはないだろうか。

註

1)「 tanindrazanaと はある特定の上地を指すが,境界
によって仕切られた区画というよりは, 祖先の基と
いう中′亡ヽ点から発せられる祖先の影響力の範llHの こ
とである」(WnsOn,199239)。

2)「 raHtanyは 文字通りには境界線もしくは境界標を
意味し,人びとが伝統的に用益権を主張する土地の
範囲を表している」(ap.CF′ .38)。

3)zaintanyは「文字通りには<L地の孫>な いし<
土地の r孫 >を意味し, 11に この il語の合成そのも
のが,墓を儀礼的4ちとヽとする特定の上地に対するア
イデンティティーと出「1ア イデンティティー,_1つ
の意味を明らかにしている。za6ntanyは ,現在何処
に住まおうとも.tanindrazanaを 決定することになる
基および特定の tanindrazanaの 持ち Lで あることを
li張 する人びとのことである」(ap.cI`.:40)。

1)「 政治上,ひとつの村の老人男ヤLた ち, もしくは公
のFl題について討議するために集まった人びとは,

父と母を意味するray aman‐drenyと して敬意をもっ
て 一括して扱われる。全てのit民 が参加するkabary

ゃ rOk。 .'。1。naと いった公の集会の場において, この
ray aman drenyた ちは ・緒に坐り,集会を上宰して
ゆく。ray aman‐drenyた ちは,最後に発言するsaabe

が最終的な意見でもある全会一致点をしめくくり示

すまで,集会を一定の方向へと導き, 大方の意見を

まとめあげようと努力する」(● cI′■152)。

5)「 どの事例においても, この:単語はある場所に住む

人びとを,自動的に区分するために用いられている。

すなわち,あ る人びとは tanindmanaに 言わば<安
住している>zanntanyの 人びとであり,そ の他の人

びとは客として居住しているvahinyの 人びとである。

客である人びとも大半は他の上地における zaintany

であり,遠 くにある自らの tanindrazana内 の基への

埋葬を希望している。逆に言えば,2anntanyの地位

を持つ人びとの全てが故郷に住んでいるわけではな

く,他の土地で客として暮らしている人びともいる

のである。理論 L,zaintanyの人びとはvahinyの 人

びとに対し裁量権をもち,Vahinyは 毎年居住の許可

を求めなければならない」(cP.cil.:40)。

6)tompOn'tanyと は文字通り<土地のli>の意であり,

ある土地に最初に定住して村をつくって水田を開き,

その土地の基に埋葬された「開祖」(lchan'Ombi・ be)

の全子孫を集合的に,<土地の主>と 呼ぶ。 ウィル

ソンの著作の中で述べられているzain'tanyと ほぼ同

等であるが,筆者の調査地域のスフィア川西部地方

では,zain'tanyよ りもtompon'tanyの名称の方が 一

般的である (ci深澤,1993)。

7)すなわち,<刈 り分け小作>(misasaka)の こと

である。通常,<刈 り分け小作>や<定額小作>
(fondro)の ような地上耕作権の貸し出しは, 当該の

水田の所有者や用益権者が, 自らの一存によって誰

を対象として行ってよいとされている。 このような

<小作>に 出す上たる理由は,上地の権利者の世帯

/家族内に耕作のための労働力が不足 している, も
しくは上地の権利者が当該の土地を耕作するには遠

すぎる場所に居住している, との二点である (ci深
渭署  1989)。

8)ウ ィルソンは,「夫婦は,妻方の村に居住すること

を選択してもよい。 この状態は,jalokoの 名で知ら

れている」(Wilson,197■ 199)と 説明 しているが,

ッィミヘティ方言辞典の 町aolok。 女性に従う男性」

(Faidanonana,197743)の 説明にある通り,jaoloko

とはステータスや状態を指すのではなく特定の人間 ,

すなわち妻方居住婚を行っている男性のことであり,

このような男性は<能なし>。 <つ まらない奴>。
<貧乏人>な どの明らかな負の社会的評価を与えら

れる。
9)「私たちがツィミヘティ社会の最大の分節と記述 し

てきた単系出自<集 F・H>fokoは ,政治的機能という

ものを全く持っていないL(Wnson 196■ 52)。

10)「 母方の村に居住する人びとは,amben市 avyと 呼

ばれる。そのような人びとは,村内において
…
1次 的

な地位 しか享受することができない。すなわち,

fokon'olonaと 呼ばれる集会の場でそれらの人びとは

大きな影響力を持てないli, Fl分 に係わる儀礼のた

めには父方の村に戻らなければならないかもしれな

いからである」(Wilson,196■ 148)。

H)fokon'olonaと いう名称がフランス統治 下で導入さ

れたにせよ,こ のような「村落自治制」の実質まで

もが,そ れ以前のツィミヘティ族社会に存在 してい

なかったと考えることは,早計にすぎるであろう。



深 澤 秀 夫

12)調査地では,fokon'olonaに <村会>や<村 の集会

>の意味は与えられていない。 Fokon'olonaの 集まり
ないし集会は。「集まる」を意味する自動詞m市Oryに

派生すると思われるvoHaの語によって表される (ci
Faridanonana, 1977:126)。   し′こがってfokon'olonaと

は,一定の領域 (FaHtany)に おいて共同の権威を承

認しその内部での紛争を調停する人びとの集合体の

ことである。
13)調査地域では,自給のための米の生産量は足りて

いるものの,米がほとんど唯 ・の換金作物であるた

め,過度の米の売却を生じ, 各世帯では12月 から3

月にかけ自家消費にもこと欠 く米の端境期に陥るこ

とになる。同時期,米の市場価格も上昇し,rOkon'。 1_

onaに よる廉価での米の売却は,fokon'olonaの 成員で

あることの大きな利点の一つと考えられている。
14)乾季,各家族毎に至る所で放牧されていた牛は,

雨季の稲作の開始と共に. 山の麓に柵を巡 らした放

牧地へと追いこまれる。この放牧地が,kJanyである。
Antanimalandy村 では,fokon'olo■aと してこのkJany

を二箇所有しており, 毎年乾季の間に,fokon'olona
を構成する各家族/世帯ljに この柵の建設/捕修の

分担害1り 当てが決定される。村から数キロ離れた場
所にまで重い木材等をかついで何度か

`1:復

しなけれ

ばならないため,多岐にわたる<共 同労働>の 中で

も最もきついものと考えられている。
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